
 

 「お客さまの情報」の定期的な確認手続き 

ご協力のお願い 

 

 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より公表された「マネー・ローン

ダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、各金融機関はお取引に必要

なお客さまの情報やお取引の目的などに対する定期的な確認が義務付けられています。 

当金庫におきましても、お客さまの安全・安心な生活やお取引をお守りするため、お取引を

いただいているお客さまについて、「ご確認手続きご協力のお願い」（圧着はがき）を順次お送

りし、本人確認書類のご提示、ご職業、お取引目的等、お客さまに関する情報について、定期

的に確認させていただいております。 

大変お手数をおかけしますが、お客さまとのお取引を継続させていただくための必要な確認

手続きですので、ご理解のうえご協力をお願いいたします。 

なお、「ご確認手続きご協力のお願い」のはがきは順次お客さまに発送させていただいており

ます。同居のご家族様に、同一時期にはがきが届かない場合もございますのでご了承ください。 

 

▶「金融機関のマネロン対策にご協力ください」（金融庁） 

▶「信用金庫とお取引をいただいているお客さまへ」（金融庁） 

 

 

 

 

 

〔個人のお客さま〕　【ご確認手続きご協力のお願い】（圧着はがき）イメージ
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0120 - 079 - 911

事務センター

「ご確認手続きご協力のお願い」でお客さまの現在の状況（お名前・ご住所・ご職業・

お取引の目的など）確認をさせていただくにあたり、口座番号や暗証番号をお聞きした

り、お客さまのキャッシュカードをお預かりすることは絶対にありません。 

「ご確認手続きご協力のお願い」でお客さまの現在の状況（お名前・ご住所・ご職業・お

取引の目的など）確認をさせていただくにあたり、口座番号や暗証番号をお尋ねしたり、

お客さまのキャッシュカードをお預かりすることは絶対にありません。 

https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html
https://www.shinkin.org/attention/pdf/money_londering_2.pdf


 

【お客さまからのご回答方法】 

 

 

（１） WEB画面でのご回答方法 

・ お手持ちのスマートフォンで【ご確認手続きご協力のお願い】（以下、ご案内はがき）に

表示されているQRコードを読み取り、専用ページにアクセスしてください。 

・ QRコードの読み取りができない場合は、次のURLを直接入力してください。 

    【URL】 ｈｔｔｐｓ：//ｔｏｒｉｈｉｋｉ-ｋａｋｕｎｉｎ.ｓｈｉｎｋｉｎ-ｂａｎｋ.ｊｐ/1656/ 

・ 【ご案内はがき】に記載されている「お客様 ID」と「アクセスキー」を入力し、ログイ

ン後、回答を入力・本人確認書類の写真をアップロードしご回答の受付を完了してくだ

さい。 

※ 本人確認書類の撮影について 

操作の途中で本人確認書類の写真を撮影し、アップロードする操作があります。スマートフォ

ンの機種によっては撮影モードに移行できず操作が中断され、最初のログインからやり直しにな

る場合がありますので、事前に本人確認書類の表面・裏面を撮影し写真を保存してください。 

 

（２） 店頭までご来店いただく場合 

・ お近くの当金庫の店舗窓口に【ご案内はがき】と本人確認書類等をご持参ください。 

窓口でお手続きさせていただきます。 

 

（３） 代理人の方がご来店される場合 

・ 代理人による店頭での回答をご希望の場合は、【ご案内はがき】とはがきに記載されてい

る名義人の方の本人確認書類に加え、代理人の方の本人確認書類をご持参ください。 

窓口でお手続きさせていただきます。 

 

（４） その他 

・ 【ご案内はがき】に表示しています回答期限日が過ぎ、WEB回答ができない場合には、

お近くの当金庫の店舗窓口にご案内はがきと本人確認書類等をご持参ください。                

窓口でお手続きさせていただきます。 

 

 

 

 
【本件に関する問い合わせ窓口】 

枚方信用金庫 事務センター  ０１２０－０７９－９１１ 

受 付 時 間   平 日     ９：００～１７：００ 


